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 今年もカレンダーが最後の１枚になりました。１２月に入って急に寒くなってきましたが 
風邪などひいていませんか？？１に手洗い！２にうがい！！そして３にハンドクリームを！ 
手が荒れてしまうと、そこからばい菌が入ってしまうそうです。 
“手洗い”と“うがい”、そして“ハンドクリーム”で冬を乗り越えましょう♪☺ 

 
 
障害者自立支援法 スタート⑩ 

 
１０月から障害者自立支援法が本格的にスタートしましたが、様々な質問が挙がっているようです。 
主な質問を紹介します。 
 
Ｑ(質問)＆Ａ(答え) 

 
 
 
 
   
   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問だけでなく、問題点も指摘されています。１０月３１日、障害者と家族の方１５，０００人が 
参加して、「出直してよ！『障害者自立支援法１０・３１フォーラム』」が東京で開かれ、 
応益負担の中止など、障害者自立支援法の抜本的な見直しを求めました。 
こうした障害者・家族のみなさんの取り組みが、政府の姿勢にも影響を与えつつあるようです☺ 

 

 
 
 
 

 

Ｑ２．障害者自立支援法の対象者には、 
保険証のようなものが交付されますか？？ 

Ａ．保険証はありませんが、“受給者証”が 
交付されます。サービスをうけるときは、 
これを所持して、事業所等から要望があれ

ば、“受給者証”を提示する必要があります。

Ｑ３．支給決定について不服がある場合には、

どうすればよいのでしょうか？ 

Ａ．市町村の介護給付費の処分に不服がある

場合は、都道府県知事（都道府県不服審査会）

に対して、審査請求をすることができます。

Ｑ１．障害者自立支援法では、どのような人が給付の対象になりますか？？ 

Ａ．知的障害者・身体障害者・精神障害者が対象になります。 
既存の知的障害者福祉法・身体障害者福祉法・精神障害者福祉法に規定された人が対象

になります。つまり、現行の障害者が基本的な対象者となりますが、 
支給（サービス）を受けるためには市町村審査会（都道府県審査会）で障害程度区分を

審査して、障害の程度を決定しなければなりません。 
１次判定（コンピューター判定）と２次判定を通して障害程度区分を決定します。 

１０．３１大フォーラム全国実行委員会では、「イエローリボン（ピンバッチ）」を作

成されたそうです。より多くの国民のみなさんにこのとりくみに連帯していただくこ

とを願ったグッズです。 

制作は自閉症の息子さんのお母さん。「人」をイメージしたピンバッチです。 

イエローリボンに、「障害者自立支援法」へのイエローカード(警告)という意味と、

幸せの黄色いハンカチのイメージから「障害のある人びとの、その人らしい自立と社

会参加をめざす」という２つの願いを込められているそうです。 



         
 

☆★☆介護保険 高額介護サービス費の申請方法が変更になりました☆★☆ 
  
  同じ月内に利用した、在宅サービスや施設サービスの利用者負担の合計（世帯合計額）が一定の 
上限額を超えた場合、申請によりその超えた分が高額サービス費として支給されます。 
当院では、南病棟「介護療養型医療施設」に入院の方が対象になります。 

 
  これまでは、支給対象月ごとに申請をする必要がありましたが、（領収書・介護保険証をもって窓口で手

続きが必要でした）高額介護サービス費の申請手続きを簡略化するために、 
平成１８年１１月１日申請受付分から、原則として、初回のみ申請をすると、以後、高額介護サービス費

に該当する場合は、自動的に指定口座へ振り込まれます。 
 
 申請に必要なもの 
  ①介護保険高額介護サービス費支給申請書（窓口にあります） 
  ②印かん（認印可） 
  ③給付金の振込先口座の控え（本人名義の銀行口座。郵便局は不可） 
  ④介護保険被保険者証 
   ※領収書の添付は原則不要となりました！！ 
        申請窓口 福岡市各区保健福祉センター 福祉・介護保険課 

 
１２月１８日（月）東病棟・南病棟にてクリスマス会を行います。 
ぜひぜひ見にきてください♪毎回大好評のヒロコさんの踊りが見られますよ♪ 
みんなで演奏もしますので、お楽しみに♪♪ 

東病棟：午後２時３０分開始 東病棟内にて 
      南病棟：午後３時開始 １階食堂にて    みなさまのお越しをおまちしてま～す☺ 
 

病院バスをご利用のみなさまへ 
        １２月３１日（日）～１月３日（水）の間、病院バスを運休いたします。 
            ご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願いします。 

 
 
 
 
 

 
☆相談室からちょっと一言☆ 

    先月行った講演会で、柳田邦男さんが紹介された１冊の絵本がとても素敵だったので、 
この場でみなさまにも紹介させていただきます。 
「でもすきだよ、おばあちゃん」というオーストラリアの小学校の先生が書いた絵本です。 
いろんなおばあちゃんが登場します。ケーキを作ったり、旅行に行ったり、セーターを編んだり。 
とても活動的。でも、男の子のおばあちゃんは、認知症で、何も出来なくて。。。 
でもいつまでも“男の子のおばあちゃん”には変わりないのです。 
相談室の棚に置いていますので、ぜひご覧になってください♪ 

 
 
 
 

 

お知らせ 

 


